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平成２８年３月 定例会（第１回）会議録（抜粋） 

◆２４番（小川利枝子君） おはようございます。公明党を代表して一般質問いたします。 

 ちまたではかま姿の女性を目にすると、卒業シーズンになったことを実感いたします。昨日、この

議場から新たな門出を祈念するかけ声があり、春先の風を感じました。今年度で退職される市長

事務部局のまとめ役である副市長、そして部長の皆様、これまで大変ありがとうございました。こ

の場をかりて御礼申し上げます。西村副市長、諏訪部長、白川部長、岡澤部長、この場にはおら

れませんが、吉川室長、広瀬部長、皆様の歯切れのよい答弁は、市長が目指す習志野市政を私

ども市議会議員に正確無比にお伝えいただきました。市長を支える屋台骨として、時には右腕とし

ての御活躍には敬意とともに安堵感を覚えたものでございます。皆様のほか、本議会ではお会い

することがなかった部長さんも数名退職されると伺っています。無事退職されることは喜ばしいこと

であると同時に、やはり一抹の寂しさは隠し切れません。しかし、不安は感じたくございません。こ

れからの２０日余り、常任委員会も予算委員会もございます。ぜひ、皆様が育んできた手法や人

脈を後に続く職員がむさぼりたくなるように示していただきたいと願っております。次の定例会では

機構改革もございますことから、顔ぶれも肩書きも大きく変わります。皆様の後ろ姿を追ってきた

職員が自信を持ってみずからの背中で語れますよう、最後の一日まで御尽力いただくことを重ね

てお願いいたします。 

 それでは、一般質問に移ります。質問の１点目は子育て支援策についてお尋ねいたします。 

 昨年１２月の定例会において、私ども公明党は平成２８年度に実施される機構改革案に、２期目

を迎えた宮本市長が本市の将来を見据え、組織自体の課題に対し正面から挑んだものと受けと

め、賛成いたしました。今、市役所内を歩いておりますと、関連する部署はそのための準備に追わ

れていることが伝わってまいります。そのような状況下にあって、こども部創設時からの課題であ

る子ども施策に係る部署の一元化は、新庁舎での業務開始に合わせてとの具体的な目標時期を

定め、順延となったことを確認いたしました。子ども施策に係る部署の一元化については、それぞ

れの部署で精査に時間を要することは伺っておりますが、いま一度、平成２９年度以降の子ども施

策に係る部署のあり方についてどのような方針を持って臨んでいるのかお伺いいたします。 

 質問の２点目は、債権管理についてお尋ねいたします。 

 平成２８年度より債権管理課及び税制課は協働経済部窓口サービス推進室に組み込まれます。

以前より申し上げているとおり、行政事務における滞納整理には市民の生活再建の視点を持つ

べきと考えます。したがって、サービスという名称に包括されるということは、そのような視点に基

づくものであったと私は推察いたします。 

 そこで、平成２８年度に向けた本市の債権管理のあり方を確認するに当たり、まずは平成２７年

度末に予想される収入未済と収納に至らなかった主な原因及び５月の出納閉鎖までの取り組み

についてお伺いいたします。 

 質問の最後は、市民要望のございました交通施策について２点お伺いいたします。 

 １点目は、京成津田沼駅南口のロータリーにおいて、障がいをお持ちの方を送迎する車両の乗

降スペースの確保についてでございます。 

 京成津田沼駅はＪＲ津田沼駅と並んで、本市の交通の要衝であり、南口の駅前ロータリーは乗

り入れる車両で大変混雑していることは承知いたしております。そのような状況にはございますが、
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現在御家族に障がいをお持ちの方より、送迎車両の乗降スペースを１台分確保してほしいとの切

実なお声がございます。京成津田沼駅は、京成電鉄や市の努力によって改札口内外ともバリアフ

リー化が図られ、車椅子を利用される方にとっては移動が格段にスムーズとなりました。しかし、

駅からロータリー内の送迎車両に乗ったり、あるいは送迎車両からおりて駅に向かうのに、乗降ス

ペースが明示されていない現状では安全上の課題がございますし、その都度停車位置を変えな

ければならないという不便さもございます。 

 そこで、京成津田沼駅南口ロータリーに障がいをお持ちの方を送迎する車両の乗降スペースを

確保していただくよう求めますが、いかがでしょうか。 

 交通施策の２点目は、谷津２丁目にある国道１４号と吉野モータース脇、一方通行の市道との交

差部における歩行者用信号の設置についてお伺いいたします。 

 この交差部には既に信号機が設置されておりますが、市道が狭く、見通しが悪いこともあって、

国道の南側の歩道を通行する歩行者と、袖ケ浦方向から国道に出る車との接触事故が発生して

おります。私は現地の危険性を指摘し、安全確保の方策を講じるよう繰り返し訴えてまいりました。

安全対策に関する警察との協議の進捗状況はいかがでございましょうかお伺いいたします。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

◎市長（宮本泰介君） 皆さん、おはようございます。本日も一般質問よろしくお願いいたします。 

 それでは、小川利枝子議員の一般質問にお答えしてまいります。 

 きょうは３月３日ですからひな祭りですね。耳の日でもございますけれども、いずれにしても暖か

い日であります。これから、どうも本格的に暖かくなってくるようでありますけれども、これまたいい

ニュースがいろいろ入ってくるよう願うばかりでございます。 

 それでは、大きな１点目、子育て支援につきまして、子育て支援に係る組織体制についてお答え

いたします。 

 国における子育て支援政策は、平成１５年に制定されました次世代育成支援対策推進法及び少

子化対策基本法によりまして、従来の保育サービスに関する施策を中心としたものから、子どもを

育成する家庭を社会全体が一体となって支援するという、より総合的な取り組みを推進することと

なりました。 

 本市ではこのような政策の方向性や著しい少子化の進展を踏まえ、子どもの発達に応じた一貫

性のある保育・教育の確保、保育一元化の推進、多様な保育サービス、子育て支援サービスの充

実など、福祉・教育・保健、そして生活全般にわたります複合的な施策を展開することを目的として、

平成１６年度にこども部を設置いたしました。これによりまして、窓口の一本化、相談業務の強化

など、市民の立場に立った子ども施策の充実を図ってきたところであります。 

 御質問の子ども施策の所管の一元化につきましては、平成２８年度の機構改革において、放課

後児童会、母子保健、発達支援などの業務を現行のこども部の所管に加えることを検討してまい

りました。しかしながら、放課後児童会については民間活力導入に関する検討、母子保健等につ

きましては現在の地区保健活動に求められる保健師活動のあり方など、さまざまな課題を整理す

る必要があることから、今回の実施に関しては見送ることにいたしました。全てのお子さんに良質

な生育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援するために、本市の子育て支援をさ

らに強化・充実していくためには各業務の連携が大変重要であります。現状の課題を整理いたし
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まして、その上で平成２９年度からさらに市民ニーズに即した子育て支援体制に強化いたしてまい

ります。 

 続きまして、大きな２番目、債権管理の実情について、平成２７年度の決算見込みについてお答

えいたします。 

 債権管理につきましては、これまで徴収を担当する職員、所属長に対する講演会及び債権管理

課と各課の合同臨戸等の実施によりまして、意識改革・実務能力の向上を図り、収入未済額の縮

減に向け取り組んでいるところであります。平成２７年度は徴収に係る取り組みの推進により収入

未済額の縮減が図られているものの、収入未済額は約３０億円になるものと見込んでおります。 

 この収入未済額が発生しております３６の債権のうち、市民税、法人市民税、固定資産税、都市

計画税、軽自動車税の５つの市税並びに国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料

の３つの保険料、５つの税金と３つの料金関係、保険料ですね、これで３６債権のうちの９割を占

めております。これら市税及び保険料につきましては、継続的に財産調査、納付折衝等を進める

中で、分割によります自主的な納付、給料・預金等の差し押さえの実施などによりまして、一定の

成果が上がっているものと考えておりますが、滞納額に対する部分的な徴収となりますために、大

幅な縮減は見込めない状況となっております。 

 また、収入未済となります主な原因といたしましては、納付意識の希薄化及び生活困窮でありま

す。特に、生活困窮世帯につきましては、生活再建ができるよう各種制度による支援策を講じると

ともに、財産や収入等を調査する中で資力等を見きわめ、滞納処分の執行停止を視野に入れな

がら取り組んでいるところでございます。 

 今年度も年度末となり、時間は限られておりますが、滞納整理を遅滞なく進めること、５月末の出

納閉鎖まで現年分の履行管理を徹底することによりまして、引き続き収入の確保に努めてまいり

ます。 

 大きな３番目、交通施策について、（１）京成津田沼駅前ロータリーにおける障がい者の送迎車

乗降用スペースの確保についてお答えいたします。 

 京成津田沼駅南口ロータリーは福祉バス、ハッピーバス、タクシー、さらには通勤時間帯を中心

に企業送迎バスも乗り入れ、本市の重要な交通結節点として機能しております。これら各種車両

が混乱なくロータリー内を御利用いただけますように、現状、路面に各種車両の停車位置を明示

するとともに、駅前交番に出入りする警察車両のためのスペースも設けておりますが、公共交通

あるいは公共施設送迎車両を優先する中で、そのほかの車両向けの停車スペースが十分とは言

えない実態であります。 

 本市は、平成２６年度に策定したバリアフリー移動円滑化基本計画におきまして、京成津田沼駅

周辺地区を従来の計画に引き続き重点整備地区として位置づけております。全ての方にとって移

動しやすい環境を整えるという現計画の趣旨を具体化する上でも、障がい者用送迎車両の停車

スペースを特定、明示することは重要であると認識しているところです。そこで、現在の一般車利

用の停車場所をタクシーの待機場所の方向に数メートル移動することにより生み出されるスペー

スを送迎車両用に確保したいと考えております。今後、車椅子の乗り入れに対応した段差の解消

の検討、あるいはタクシー業界への周知などの作業を経て、早期の実現に努めてまいります。 

 続いて（２）、最後ですけれども、谷津２丁目交差点における安全対策についてお答えいたします。 



4 

 谷津２丁目に所在いたします国道１４号と市道０２－０３４号線の交差点における安全対策の必

要性については、かねてより小川議員から御指摘、御要望をいただいているところであります。こ

の場所は向山小学校から１４号線沿いにずっとおりていったところの交差点のところですね、それ

の反対側から、ちょうど一方通行の出口に当たるところなんですけれども、ここには横断歩道がな

かったんですね。それで非常に危ないという御指摘をいただいておりました。そこで、本市はこれ

まで継続的に習志野警察署と協議を重ねてまいりました。その結果、警察側においても現地の危

険性を認識していただき、そして国道１４号の南側の歩道に歩行者用信号機を設置していただけ

ると報告をいただきました。これにより市道を北上し、国道に進入する車両と国道の南側の歩道を

通行する歩行者等との接触事故が防止できるもの、交通事故の防止に大変役立つものというふう

に受けとめております。 

 なお、当該信号機の設置時期は明確にされておりませんが、平成２８年度の早期に設置される

よう引き続き習志野警察署に要望してまいります。 

 以上、１回目の答弁とさせていただきます。 

◆２４番（小川利枝子君） はい。市長、御答弁ありがとうございました。 

 それでは、順を追って再質問をさせていただきます。 

 初めに、子育て支援について伺わせていただきます。ただいまの市長答弁から、行政はぶれる

ことなく進んでいることを確認できました。具体的な事業名も示されましたことから、市長みずから

先頭に立って、そして末端にまで目を行き届かせながら推進しているものと理解させていただきま

す。これまでの機構のあり方にはそれなりの理由があったと思います。また、１０年を超える期間、

こども部創設の目的であった子ども施策の一元化が今まで成就できなかった、このことに対しても

それなりの理由があったと思います。したがって、平成２８年度は非常に重要な検討期間であると

考えます。そこで、子ども施策の一元化に向けた平成２８年度の具体的な進め方についてお伺い

いたします。 

◎企画政策部長（諏訪晴信君） はい。お尋ねの件に関しまして、新年度でございますので、部局

名は組織改正後の名称をもってお答えをさせていただきたいと思います。２８年以降の行政組織

の改正でございますけれども、行政組織を所掌いたします政策経営部総合政策課が中心となりま

して、具体的には５月以降となると予定しておりますけれども、こども部、健康福祉部、生涯学習部

が所掌いたしております子ども施策の現状の課題、あるいは支援の現場の声、こういったものを

踏まえながら協議を重ねてまいりたいと考えております。そして、素案を取りまとめ、所要の手続を

経まして、平成２９年４月実施ということを目指してまいります。以上でございます。 

◆２４番（小川利枝子君） ありがとうございます。子ども施策の一元化につきましては、来年度か

ら名称が変わります政策経営部総合政策課にとりまして、大きな事業の一つになるんだろうと思

います。ぜひ、５月以降という御答弁ございましたけれども、滞ることなく、関連部署で協議を重ね

ていただきまして、特に支援の現場の声をしっかり酌み取りながらまとめていっていただきたいと

思います。そこで、ただいま企画政策部長からございました明確な方針に対して、関連部署である

健康福祉部、こども部、生涯学習部はそれぞれの立場で平成２８年度においてどのような課題が

あって整理していこうと、このように考えているのか御説明願います。 
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◎保健福祉部長（真殿弘一君） はい。子ども施策に係る組織の統合につきまして、健康福祉部

において平成２８年度中に整理すべき課題につきましてお答えをいたします。 

 現在の保健福祉部が所掌しております子育て支援関連の部署や施策といたしましては、ひまわ

り発達相談センター、あじさい療育支援センター及び健康支援課の母子保健係で実施をしており

ます母子保健関連の事業がございます。 

 まず、ひまわり発達相談センターとあじさい療育支援センターは成長・発達に不安や心配のある

お子さんや障がいをお持ちのお子様とその御家族の御相談に応じながら、必要な指導や療育を

行う子育て支援の専門施設と位置づけているものでございます。両センターを利用されるお子様

は一人一人にさまざまな支援を要するお子様ですけれども、子育て支援に係る組織的な統合の

中で障がいの有無にかかわらず、幼いころからともに育ち合える環境を整えることができるととも

に、障がいのあるお子様の指導に携わることができる人材育成の面からもメリットが望めます。 

 なお、その場合、センターの利用に当たりまして必要となるサービス支給決定や給付管理といっ

た行政手続につきましては健康福祉部の障がい福祉課が続けて所掌するということになりますの

で、利用の手続が煩雑になることがないよう整理をしていかなければならないというように考えて

おります。 

 次に、母子保健に係る業務につきましては、本市が昭和４９年から保健師を中心とした地区保健

活動の一環として展開をしてきた事業であります。地区保健活動は健康課題に気づいていなかっ

たり、支援の必要性を訴えることが難しかったりする市民へのアプローチを初め、家族や地域の健

康課題を把握し、地域全体の健康づくりにつなげていく活動であります。そのため、地区保健活動

を中心的に担う保健師には、母子から高齢者まで切れ目のない支援ができるスキルが求められ

ます。また、国からは、保健師には個人の健康問題の共通点や地域特性から地域の健康課題を

総合的に捉えて、健康問題の解決に向けて住民相互をつなぐ役割を求められております。これら

のことから、今年度庁内において保健師の役割やキャリア活動について協議をする習志野市保健

師業務連絡会を立ち上げておりますので、母子保健業務の組織統合につきましては、ここでの議

論を踏まえて慎重に判断をしてまいります。以上です。 

◎こども部長（早瀬登美雄君） はい。それでは、こども部において２８年度中に整理すべき課題に

ついてお答えをいたします。 

 先ほど、企画政策部長より子ども施策の統合については平成２９年４月の実施を目指すとの答

弁がございました。こども部といたしましては、保健福祉部や生涯学習部が所掌する子ども施策を

受け入れる立場でございます。受け入れる業務内容の整理及びこども部内に体制を整える必要

があると考えております。具体的には、これまで就学前に重きを置いていたこども部の組織体制を

見直し、産まれる前からその子が１８歳の青年になるまでの間切れ目なく必要な支援を実施でき

る組織構成を十分に検討していくこと。そして、保健福祉部や教育委員会とのつながりを強化し、

共同体制のもと、一人一人の子どもの支援を可能にする体制について検討することでございます。

こうした課題について平成２８年度はまずは幼稚園、保育所、こども園を含め、こども部内におい

て業務内容等について精査をし、その上で関係部署と十分協議を重ね、全ての子どもが自分らし

く健やかに成長し、保護者が安心して子育てできる環境を整えてまいりたいと考えております。以

上です。 
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◎生涯学習部長（広瀬宏幸君） 今ほど子ども施策の統合について課題はどういうものがあるか

ということで各部長から答弁がございましたが、生涯学習部といたしましても、平成２９年度には放

課後児童会に関する業務をこども部へ移管する方向で準備を進めているところでございます。そ

のために、２８年度に整理しなければならない課題といたしましては支援員の確保を含め、長期的

に安定した放課後児童会の運営であると認識をしているところでございます。したがいまして、業

務移管を実施するに当たり、支援員の賃金水準を引き上げること、さらには民間活力の導入の検

証が必要であると考えております。 

 賃金の引き上げにつきましては、今回の定例会において平成２８年度一般会計予算に予算案と

して計上しており、支援員の確保についてより一層の努力をしてまいります。 

 また、民間活力の導入につきましては、現在近隣市にアンケート調査を実施しているところでご

ざいます。今後このアンケート調査結果をもとに現地視察などを実施し、本市の運営状況に照らし

合わせ、平成２９年度導入に向けて検討してまいります。以上でございます。 

◆２４番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。特に保健福祉部長の答弁にございまし

た母子保健活動ですね、これは切れ目のない支援を目指す地区保健活動、本当にそのとおりで

ございます。この地区保健活動にとりまして特に気づき、本当にこの気づきなど不可欠でございま

す。移管に関しては、その可否を含め十分協議を重ねていただくことを要望させていただきます。 

 また、教育委員会との連携、そして民間活力の導入などは、先ほどのお話もございましたけれど

も、支援の現場の声をしっかり酌み取っていただきまして、まとめていっていただきますようお願い

いたします。 

 そこで、子ども施策の一元化で忘れてはならないのが、特別な支援を要する子どもの切れ目の

ない支援体制、この構築でございます。この問題につきましては、これまでも毎議会の場で確認し

てまいりました。また、乳児期、幼児期、学童期と一人のお子さんが福祉の枠組みによって一貫性

のない支援で混乱する実情、これも指摘してまいりました。 

 そこで、一元化の方針が打ち出された今、特別な支援を要するお子さんにかかわる来年度から

の健康福祉部、こども部、そして１８歳までの切れ目のない支援を目指す一元化でございますが、

１８歳の青年になるまでの９年間、この９年間という義務教育期間を担う教育委員会の連携につい

てどのようにお考えなのかお伺いいたします。 

◎保健福祉部長（真殿弘一君） はい。特別な支援を要する幼児、児童に対する各部の連携につ

きまして、保健福祉部のほうからお答えをいたします。 

 保健福祉部では発達支援サポートネットワーク会議や市民協働こども発達支援推進協議会、発

達支援施策庁内連絡会などの会議を主催しながら、こども部、教育委員会等との関係部署と綿密

な情報共有及び意見交換を重ねております。これらの会議で議論を重ねることにより、特別な支

援を要する子どもたちに対する職員の専門的な知識の向上や理解の醸成にもつなげていきたい

と考えているところでございます。また、個々の子どもの経費について、幼稚園や保育所、こども

園等と連携をいたしまして、ともに育ち合える保育教育環境の整備を目指し、ひまわり発達相談セ

ンターのアウトリーチ型支援であります巡回相談を実施しております。 

 さらに、個々のケースの支援が幼児期から就学期にかけて途切れないようにすることが重要で

あります。そこで、乳幼児個別支援計画と、教育委員会が所管をいたしております個別の教育支
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援計画との継続性を保ち、ひまわり発達相談センターと保育所や幼稚園からも職員が学校に直接

出向きまして、個々のケースの支援の確実な引き継ぎを図っているところでございます。 

 このように学校、ひまわり発達相談センター、幼稚園、保育所等で直接子どもにかかわっている

現場の職員同士の顔と顔が見える関係づくりを進め、支援の手だてを共有していくということによ

り、現場の職員間の連携を深めるだけでなく、子どもにかかわる職員の専門性のスキルアップに

もつながっていくものと認識をしております。ひまわり発達相談センターでは、このような職員間の

連携が職員の資質の向上に着実に結びつくよう、職員向けの研修のあり方にさらに工夫を加えて

実施をしてまいりたいと考えております。 

◎こども部長（早瀬登美雄君） それでは、こども部におけます各部との連携についてお答えをさ

せていただきます。 

 最初に、発達に課題があるお子さんが青年期まで健やかに成長するためには、現在こども部が

所管します幼稚園、保育所、こども園、そして保健福祉部が所管しますひまわり発達相談センター、

あじさい療育支援センター、さらには教育委員会が所管します小学校、中学校との連携が必要で

ございます。これらの施設とつながりを持ち、個々に寄り添いながら継続的な支援を可能にするに

は、最初に支援を求めた場所における初期対応がその後の支援の重要な鍵を握ることになります。

近年、個々の相談内容もさまざまでございます。こども部としましては、職員のスキルアップを含め、

改めて窓口の体制強化に努めてまいりたいと考えております。その上で、議員御指摘のとおり、組

織と人、さらにはつながりが大変重要であると認識しております。子どもたち一人一人が青年にな

るまでの間、健やかに成長できるためのさまざまな支援において、保健福祉部、教育委員会を初

めとする関係機関との連携は必要不可欠でございます。個々に応じた丁寧な支援体制を整えるた

めに、それぞれの部署での支援を子どもの成長に即しつなげていく役割をこども部が担えるよう今

後も取り組んでまいります。以上です。 

◎学校教育部参事（田久保正彦君） はい。それでは御質問にお答えさせていただきます。 

 教育委員会といたしましては、全ての児童・生徒への適切な支援が必要であると捉えております。

次に、特別な支援を必要とする児童・生徒に対し、総合的な連続した支援の充実が課題であると

考えております。これまで保護者同意のもと、個別の教育支援計画を作成することで特別な支援

を必要とするお子さんの支援方法などを共有し、教育委員会、こども部、保健福祉部が連携し支

援の充実を図ってまいりました。また、小学校入学の際にはそれぞれの部署が一緒に学校と引き

継ぎを行い、支援にかかわる教職員が学校生活で適切な支援が行えるように取り組んでまいりま

した。今後は、より総合的な見地から特別な支援を必要とする児童・生徒への支援を図るため、現

在、教育委員会、こども部、保健福祉部がそれぞれに行っております巡回訪問を、情報共有など

のためにも連携して訪問したり、個別の教育支援計画を見直したりする中で取り組んでまいりたい

と考えております。また、人事配置につきましても、引き続き県教育委員会へ要請する中で検討を

してまいります。今後も一人一人の子どもに応じた支援の方法を検討し、実践に結びつけていく中

でよりよい学習環境を整えていけるよう取り組んでまいります。以上でございます。 

◆２４番（小川利枝子君） ありがとうございました。連携は必要、そして不可欠であるとの言葉が

一様にお聞きできたものと理解し、とても安心いたしました。私は昨年１２月定例会、この場で、我

が子の発達に不安を持ち、そして必死に支援を求める御家庭に対し、学校そして教育委員会そし
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て保健福祉部、こども部が問題の共有を図れなかった。そして共有が図れず、個々にそれぞれが

行っていた。そういうことによって親御さんの立場から申し上げれば、見過ごされてきた、また放置

されてきた、このように言われても仕方がない。このような問題提起とさせていただきました。発達

障がいをお持ちのお子さんは、乳幼児期から支援の積み重ねがとても大切でございます。そして

こうした問題は子ども、そして御家庭の将来まで影響が及びます。これは一家庭だけの問題では

ない。こういうことをいま一度肝に銘じていただきたいと思っております。そして二度とこうした不幸

な事態を繰り返してはならない。このことも強く申し上げたいと思っております。ぜひ、御答弁に実

践という言葉がございました。御答弁どおりに実践をしていただきまして、多くの御家庭が抱える

不安、怒り、不信感、これを安心、喜び、信頼へ、そして諦めから希望へと変えていただきたいと強

く求めます。 

 今後の実践に当たってのキーワード、これはただいま保健福祉部長からございました職員の専

門的な知識の向上、職員の専門性のスキルアップ、またこども部長からの職員のスキルアップで

あったように思います。ともかく人の力が重要でございます。要はどこまで専門性を有しているか。

子どもや保護者、そして職員間の信頼関係、これが基礎でございます。また、円滑な連携の可否

に結びつくと、このように考えております。 

 しかしながら、専門職、これは容易に養成できるものではないことも承知いたしております。さま

ざまな研修を施したとしても時間を要します。であるならば、以前より私提案していることでござい

ますが、人事交流によってそれぞれの部署が必要とする人材を補完し合う、こういうことはできな

いものなのか。習志野市の職員は１,５００人弱。教育委員会を含めればさらにふえます。子ども施

策の推進、特に発達支援を念頭に置くのであれば、医療系、福祉系、そして教育系の資格を有す

る人材が望まれることは自明の理ではないでしょうか。そこで、本市におけるそれらの資格を有す

る職員の状況についてお伺いいたします。 

◎総務部長（市川隆幸君） はい。専門職の職員の状況、配置の関係の御質問だと思います。 

 私ども行政職の職員の専門職の職員数について申し上げます。まず医療系ということで、平成２

７年４月１日現在８６名在籍しております。内訳は保健師が４１名、看護師が７名、栄養士が２６名、

理学療法士が３名、作業療法士１名、歯科衛生士３名、言語聴覚士５名でございます。また、行政

職の中で教員免許保有者、これについては６７名いることを確認しております。このほか教育委員

会からの報告では、本市の小・中学校の本務者及び講師のうち特別支援免許の保有者は平成２

７年５月現在で小学校４２名、中学校が１５名、合計５７名であると伺っております。 

 なお、先ほど行政職の職員の内訳につきまして申し上げましたが、医療系の専門職の職員数に

つきましては、各部局の業務をするために必要な職種及び人数として過去から採用時に確保して

きた職種、人数でございます。また、教員免許保有者につきましては、職員の履歴等の書類から

参考までに抽出した人数でございます。したがいまして、子育て支援に係る職場への職員の配置

に関しましては、現時点では教員免許保有者の有無を認識したものとはなっておりません。あわ

せて、先ほど私保健師の人数を４名と申し上げました。４１名の誤りで、おわびして訂正いたしま

す。 

◆２４番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。教員免許を持っている行政職が教育委

員会に、また医療や福祉系の資格を持っている教員が逆に市長事務部局に、こういう形をとれれ
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ば、組織にとっても、また職員にとっても有益な面があるのではないかと、このように考える次第で

ございます。専門職の資格取得状況、再度調べ直していただいて、また視点を変えて、子育て支

援という、こういう観点からまた検討していただきたいですし、ぜひ一考していただきたいと要望さ

せていただきます。この問題につきましては改めて議論させていただきます。 

 仮にこのような提案が実現したとしても、学校現場はやはり教員によります。先ほどの学校教育

部参事の御答弁に、よりよい学習環境を整えていくと、このようにございました。また、昨日、一般

質問の中では教育長は、授業は教師が児童・生徒と向き合う時間であると、このような御答弁がさ

れました。識者の中からも、教師こそ最大の教育環境であると、このような御指摘がなされている

ところでございますが、これは本当に、昨日教育長のお言葉を伺いまして、教師こそ最大の教育

環境、このように認識をする中で進めていただいていると私も理解させていただきまして、安心を

覚えました。 

 そこで、特別支援を含む子ども施策に総合的に対処できる教員の養成についてどのようにお考

えなのかお伺いいたします。 

◎学校教育部参事（田久保正彦君） はい。御質問にお答えさせていただきます。 

 初めに、教育委員会といたしましては、学校全校体制で一人一人の児童・生徒に合わせた支援

を行っていくことが大切であり、そのための実践力を一人一人の教員が身につけていくことが重要

と考えております。このことから、これまでも行っておりますが、さらに経験年数に合わせました研

修内容を計画的に実施できるよう研修の時期、参加者、内容等を見直す中、より実践的なものに

していきたいと考えております。さらに、専門性を高めるために、特別支援学校教諭の免許状取得

を積極的に進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

◆２４番（小川利枝子君） ありがとうございました。学校現場も本当に先生方大変だと思います。

発達支援に加えましていじめ、また不登校、そして貧困問題、こうしたさまざまな課題が複雑化・多

様化しております。そういう中にあって、専門性の高い対応、これが必要なケースも少なくございま

せん。ぜひ、保健福祉部、来年度の健康福祉部、そしてこども部、教育委員会とのつながりを強化

して、補完し合いながら実践され、ぜひ目に見える形で成果を出していただきたい、このように要

望してこの問題は終わらせていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 次に、債権管理に係る再質問に移らせていただきます。 

 先ほどの市長答弁では、収入未済額は約３０億円、大幅な縮減は見込めないと、このようにござ

いました。そこで、すぐに頭に浮かんだのは現在取り組んでいる、老朽化が進む公共施設でござ

います。その３０億円、これをきちんと徴収していれば、このように－－これは習志野市だけの特

殊な事情ではない、このことはよく理解いたします。でも、やはり市民目線に立てば、このような感

想は当然ではないでしょうか。私はこのように思っております。 

 そこで、主な原因として挙げられた生活困窮とはどのような状況なのか。その定義についてお伺

いいたします。 

◎財政部長（白川久雄君） はい。生活困窮者にかかわる定義ということでございます。これにつ

きましては、地方税法上明確な定義はございません。そういった意味では、私ども、納税をしてい

ただく段階でどのような判断をしていくかということになろうかと思いますけれども、それにつきまし

ては、窓口等での滞納者の申し出内容もしくは私どもの財産調査、その方の御家族の状況もしく
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は経済状況等々を踏まえた形の中で、一例でいえば生活保護に準ずるレベルであるとか、もしく

は納税に当たって分割納付をしていかなければならない状況であるとか、そういったことを総合的

に判断し、いわゆる生活困窮者という形の中での対応として処理させていただいているという状況

でございます。ちなみに、滞納者全体にかかわります、ただいま申し上げました生活困窮者の割

合でございますけれども、２６年度の状況で申し上げますと、市税におきましては約３８％、保険料

につきましては約４３％、こういった状況でございます。以上でございます。 

◆２４番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。明確な定義がない。このような御答弁で

ございましたが、私はこれはいかがなものかなと思っております。滞納している市民、この４０％前

後が生活困窮である。このような説明がございました。しかし、この分類が曖昧過ぎるのではない

かと、このようにも思っております。これではきちんと納付している市民が果たして納得できるのか

どうか。この辺も懸念するところでございます。この件に関しましてはこれ以上突き詰めることはい

たしませんが、ぜひ今後は定義を定めて、そしてきちんと実態を調査していくこと、そして分類をし

っかりとしていく、これを私は要望させていただきます。 

 そして次に、時間がございませんので済みません、市長答弁にございました一定の成果、これは

どのような内容なのかお伺いいたします。 

◎財政部長（白川久雄君） はい。ただいま小川議員のほうから生活困窮者に対する定義という

部分でございますけれども、なかなかそういった部分では、滞納を解消するという部分では難しい

場面もございます。そういった意味で、冒頭市長から申し上げました一定の成果ということでお答

えをさせていただきたいと思いますけれども、市税及び保険料の収入の未済につきましては、若

干でありますが、縮減をしてございます。状況を申し上げますと、平成２７年度に見込まれます市

税と保険料の収入未済額、これを合わせて約２７億６,０００万円ございます。そういった中で、前年

度決算額と比較をいたしますと約２,０００万円、結果としては縮減をする見込みでございます。そう

いった意味では、この内容といたしましてはこれまでの納付相談もしくは財産調査、あるいは執行

停止、差し押さえ等々、強制的な対応も法的な処分として対応させていただいたところでございま

す。そういった状況の中での結果ということで、これらの縮減に結びついているものかなというふう

に認識しております。以上でございます。 

◆２４番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。累積が当たり前のようになっておりまし

た。滞納が一歩でも縮減に向けて進んだと。これは私は評価させていただきます。今後も、部長答

弁にございましたように、継続、本当にこれが大事だと思いますので、しっかり継続に努めていた

だきたいと思います。しかし、この定義がない。大変だということもわかります。しかし、この定義が

ないとはいいましても、生活困窮と見なされているものが４０％前後、そして３０億円に近い収入未

済に対して、先ほども部長のほうから若干ではございますがという御説明がありましたけれども、

収納はこの３０億円に対して２,０００万円という状況でございます。こうした実情をお聞きいたします

と、滞納者との接触ですね、これがどうなっているのかなと。少ないんじゃないのかなと、そのよう

な気がいたします。滞納者の実態を知ることで、納付には結びつけることができますし、あるいは

生活再建のためにやはり市民をつなげてさしあげられる。こうした接触するということが最大の近

道であると考えます。そこで、滞納者との折衝状況について御説明いただきますでしょうか。 
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◎財政部長（白川久雄君） はい。ただいま御指摘いただいたとおり、毎年滞納者に直接会って折

衝するという部分については非常に重要なことではありますが、現実的に時間的にも人数的にも

それは大変困難でございます。そういった意味でもできる限り私どもといたしましては対面もしくは

電話催告ということで、直接的な納付相談等を行う形の中で取り組んでいるところでございます。

そういった意味では、私どもの取り組みといたしましては、そういった機会をふやすための休日納

付相談もしくは時間外の相談の延長というような形の中で、相談の体制の確保の強化という取り

組みをしているところでございますし、あわせまして徴収員による訪問もしくはコールセンターによ

る電話催告、さらには督促状、催告書等々納付書による納付の意識の勧奨というような形の中で

取り組んでいるところでございます。そういった意味では納付勧奨を通じて積極的な働きを日々と

り行っているということで、まずはそこのところを御理解いただければというふうに思います。 

 あわせまして、後段の生活再建でございますけれども、これにつきましては私どもも当然そういっ

た部分を含めて対応しなきゃいけないという認識はございます。そういった意味では自立支援に対

する総合相談窓口のらいふあっぷ習志野、さらには生活相談課、債権を所管しているのみならず

制度を所管している各課への御案内というような形の中で、それぞれ全庁的な連携を図る中で、

それぞれ御案内をし、連携を密に対応しているということで御理解いただければというように思い

ます。 

◆２４番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。今の御答弁をいただきまして、今取り組

んでいることをまた継続してやっていきますと、このような御答弁であったかなと理解いたします。

これからもぜひ継続大事ですので、しっかり努めていただきたいと思います。 

 しかし、１点気になることなんですが、この業務を担える職員が配置されているのかどうか。また、

職員が継続して業務を担える環境ですね、先ほども時間もない、それから人数的なということもお

っしゃっておりましたけれども、そういう業務に当たることのできる状況に、環境にあるのかどうか。

この点が大変気になりました。そこで、現在の徴収担当職員の経歴についてお伺いいたします。 

◎財政部長（白川久雄君） はい。私ども財政部の税制課におきましては、市税並びに保険料、こ

れを担当してございます。収入未済の９割を占めます市税と保険料、これは私ども税制課の徴収

係が担当してございます。配置されている一般の正規職員の人数で申し上げますと８名。この８名

でございますけれども、御質問のありました経歴、いわゆる在職年数ということで御答弁申し上げ

ますと、８名のうち６年を経過している者が１名、３年が１名、２年が２名、１年が４名と、こういう状

況でございます。これまでの業務経歴といたしまして、保険料も同時に対応しているところでござい

ますが、生活再建も含めて福祉関係の業務で経験している者はそのうち２名ございます。保険料・

国保・介護にかかわる経歴につきましての経験を持っている者はございませんので、保険料にか

かわる相談、制度の内容の御案内等々につきましてはそれぞれ所管課と連携をしながら対応して

いるというような状況でございます。 

 あわせまして、徴収につきましては、もう一つ財政部におきましては債権管理課、これを２５年度

に立ち上げました。いわゆる徴収困難案件等々を含めた形の中で対応しているところでございま

すが、この債権管理課には設立当時から国税庁のＯＢの方を配置いたしまして、徴収指導員とい

う形の中で、債権を所管している各課に対しさまざまな観点からの徴収に対する指導もしくは知識
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の向上等々を行う形の中で、幅広い視点での資質の向上という形で取り組んでいるところでござ

います。以上です。 

◆２４番（小川利枝子君） ありがとうございました。今年度、徴収係では高額班、これを設置して２

名の職員を配置して、徴収強化に取り組んできたと伺いました。そうした意欲は本当に大切ですし、

もうぜひ頑張って取り組んでいただきたいと期待をいたしているところでございます。しかし、そこ

に配置された職員が、先ほども御説明がございましたけれども、徴収係の８名のうち、１年、新規

採用を含めて４人、それから２年目が２人、もうそこで３分の２の職員になっておりますが、その高

額班に配置された職員が２年目と新採であるとお聞きしまして、私はもう本当に驚きました。経験

と知識の浅い担当者が担う高額班ってどうなんでしょうかね。本当に台所事情が透けて見えると

申しましょうか、とても心配になりました。職員は本当に頑張っていらっしゃいます。御苦労されて

いるのではないかと察しているところでございます。頭が下がる思いでございます。 

 さらに気になったところですが、国民健康保険そして介護保険業務の経験者がいないと、こうい

うことですが、以前、私は債権管理の質問に際して、童話の「北風と太陽」、これを例に挙げさせて

いただきながら、制度をよく知っている、保険料って制度が私も本当になかなか覚えられなくて、本

当に難しいんですね。この制度を熟知している職員がやはり滞納者に寄り添う。介護保険は皆さ

んご存じのとおり２年で失効されますから、本当に寄り添いながら徴収に結びつけていく。また、生

活再建へとしっかり結びつけてさしあげる。こういうことが大切であると指摘させていただきました。

保険料、本当に難しい。そういう中で、徴収係に保険料制度を知る職員がいない中、どのように徴

収強化を図っているのか御説明お願いいたします。 

◎財政部長（白川久雄君） はい。市税と保険料、これを私ども税制課のほうで担当しているところ

でございますけれども、基本的には双方、税目にかかわらず一元化をし、対応していく方針をとっ

てございます。市税にしろ、保険料にしろ、現年度分、まずこの現年度分につきましての滞納を翌

年度に持ち越さないという部分での対応がまずは肝要かなということで、現年度分を中心にまず

は対応しているというところでございます。そういった意味では、これらの現年度分の解消プラス過

年度分の滞納につきましてはなかなか難しい部分がございますので、そういった方針を持って保

険料も市税も同様に対応しているということでございます。 

 あわせまして、これはかねてより申し上げているところでございますけれども、それぞれ納付相

談を行う形の中では、負担の能力のある方、資質のある方については基本的には法的処分という

形の中でも強制的な対応もとらせていただくというところでございます。 

 あわせまして、保険料に対する強化ということでございますけれども、これにつきましては、先ほ

ど御答弁申し上げましたように、経験者がいないという状況の中にあっては、日常的な相互関係

による連携を密にするような形の中での制度の周知もしくは検証を踏まえた中での対応もしている

ところでございますが、それぞれの賦課担当課との合同臨戸訪問による対応ということでの強化と

いうことでも現在取り組んでいるところでございますので、そういったことも引き続き継続して行って

いきたいというふうに考えてございます。 

◆２４番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。行政は人であると常々私はこの場で求

めさせていただいております。行政は人なのですから、やはり人材育成、これに努める必要がござ
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います。本市の徴収担当職員の研修ですね、また来年度どのような徴収強化について取り組みを

考えておられるのか。その点についてお伺いいたします。 

◎財政部長（白川久雄君） はい。徴収事務に関しては、それぞれ専門的な知識を要するという部

分についての研修が必要だというふうに認識をしているところでございます。これにつきましては、

徴収を担当する職員もしくは所属長も含めまして、年に４回ほどの講習会を開催するという状況で

取り組んでおりますし、債権管理課を主導とした各課との合同臨戸訪問、このことによって実務を

通した形の中で職員の意識改革もしくは実務能力の向上、こういったものを図っていくというような

形で考えているところでございます。 

 あわせまして、滞納整理事務につきましては基本的な情報から専門的な知識という部分につき

ましては、庁内ＬＡＮを利用した形の中で滞納整理情報という部分で、実務レベルでの知識向上と

いうような意識を、目的を持った形の中で定期的に情報配信をしているということで、日々からそう

いうような取り組みをしているところでございます。 

 また、債権管理課につきましては、各部所管をしている困難案件もしくは訴訟等も含めた形の中

でかなりそういった専門的な知識が必要となるという状況がございますので、こういった債権管理

課の職員につきましては庁内外の研修もしくは講習会、こういったところに積極的に参加をさせる

ということで職員の徴収に係る知識もしくはノウハウについての習得に努めているというところでご

ざいます。 

 そういった中で、冒頭申し上げましたけれども、若干ながらの収入未済額の改善でございますけ

れども、生活困窮者等々の占める割合等を考えますと、大幅な収入未済額の改善というのは厳し

い状況下にございますので、さらなる徴収強化に向けた取り組みというのが必要であるというふう

に考えてございます。そういった意味では、来年度の取り組みということで、引き続き債権管理課、

これを中心とした形の中で、債権を所管している各課への指導、合同臨戸等々を実施することに

よって、このことによる指導もしくは助言並びに確認等々、折衝状況等のノウハウを実質的な形の

中で実務を通して習得していっていただくというような形と、徴収にかかります事務選定もしくはこ

ういうのにかかる取り組み姿勢というような部分についての意識改革等々、債権管理課にかかわ

る支援体制の強化として来年度さらに見直しをかけた形の中で強化をしていきたいというふうに考

えてございます。以上です。 

◆２４番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。これまでの部長答弁をお聞きしまして、

やはりキャリアを有する人材が配置されていれば、単なる、市民から見れば取り立て、そういう部

分ではなく、やはり滞納者に寄り添った徴収、そして生活再建などさまざまな手法を講じられるの

ではないかと、また改めて感じているところでございます。 

 また、先ほど国民健康保険料等の保険料のことを伺わせていただきましたけれども、国民健康

保険は平成３０年度から制度が新制度に変わります。私も研修に行かせていただきましたけれど

も、新制度では徴収率の低い市町村に対しましては保険料が増額されていくと。ますます、そうな

れば市民の負担というものが大きくなっていくんですね。ですから、いかに保険料の徴収率を向上

させていくか、ここがキーポイントだと、県の担当課長からも伺ってまいりましたし、私も本当にそこ

をしっかりと受けとめていかなくてはならないと、そのように感じて帰ってきた次第でございます。 

 来年度は国保年金課とともに窓口サービス推進室に統合されるということでございます。部長答
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弁からもございましたけれども、しっかり連携していくということでございました。しっかり連携を密

にしていただいて取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 また、徴収につきましては、何度も申し上げます。この収入未済額が３０億円でここ数年横ばい

である。そして大幅な縮減が見込めない。こうした実情というものを受けとめていただきまして、今

後ますます知識と経験、これが必要だと強く感じております。徴収担当者に限らず、今後はもっと

多くの職員が学ぶ機会、こういうものが持てないものなのかなと考えます。ぜひ、この点につきまし

ても一考いただきますようお願い申し上げて、この問題につきまして終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

 続きまして、最後になります。交通施策について再質問いたします。 

 市長から、現在の一般車両の停車スペースを若干移設するなどにより、障がい者送迎用の停車

スペースを確保していただけると、このような温かくも前向きな御答弁を伺いまして、大変うれしく

思います。ただ、障がい用、あそこの移設をしていただけるという場所を思い浮かべますと、駅か

ら少し離れているんですね。障がいをお持ちの方にとってはできるだけ駅に近い場所、ここにこの

スペースを確保していただけますと最良の改善策になるのではないかと思われます。ロータリーに

入ってすぐの場所には荷さばきスペースがございまして、私が見たところでは、さほど荷さばきす

る車両が停車する頻度、そんなにないのではないかなと見受けられてしまうんですね。こちらのス

ペースを確保することはできないものなのかお伺いいたします。 

◎都市整備部長（福島泉君） はい。ただいま御質問にございましたように、障がいをお持ちの方

のお立場から考えれば、サンロードビルの正面の入り口付近、直近の場所に送迎用の車の駐車

スペースを確保することが適切というふうには思われます。但し、この場所はやはりワイガヤ通り、

県道津田沼停車場線との交差部にも近く、それから車両の出入りが頻繁でございます。ただいま

御質問にございました貨物車両でありますとか、そのほかにも企業の送迎バス、これらとの錯綜

が生じますと、乗降の際の安全性に問題があるかなというふうに私ども考えております。専用スペ

ースが確保できる場所で安全に安心して乗降していただくほうが適切というふうな判断のもとで、

現状の一般車両スペース用の一部を移設いたしまして、そこにスペースを生み出そうと、こういっ

た考え方でございます。以上でございます。 

◆２４番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。よくわかりました。その点につきましては

理解いたします。 

 では、先ほど確保はする、早期の実現に努める、このような御答弁をいただきました。早期という

時期ですね、これが明言されておりませんでしたが、いつごろの見通しになるのか、その点、もし

確認できるようでございましたらお伺いさせていただきます。 

◎都市整備部長（福島泉君） はい。先ほどの市長の答弁にもございましたように、今後、駅前広

場の段差解消の検討や工事、それからタクシー業界への周知などを経まして供用と、こういった

段取りになってまいります。市といたしましては、駅前空間のバリアフリー化を推進するという立場

から、平成２８年度の中ごろ、できますれば夏ごろには供用開始できるように努力をしてまいりた

いと、このように考えております。以上でございます。 

◆２４番（小川利枝子君） はい。わかりました。ありがとうございます。そうですね、京成津田沼駅、

この南口が今回の御答弁のように解決できれば一歩前進となります。障がい者の利用される駅、
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これは京成津田沼駅に限るばかりではございません。市内には７駅がございます。ほかの駅前の

状況、これはどのようになっているのかお伺いいたします。 

◎都市整備部長（福島泉君） はい。市内の各駅前ロータリーにおける障がい者の送迎車両用の

停車スペース、こちらにつきましてお答え申し上げたいと思います。 

 まず、市内最大の乗降客数がございますＪＲ津田沼駅ですけれども、南口はタクシー乗り場のや

や千葉寄り、ペデストリアンデッキ上と連絡をいたしますエレベーター付近でございますけれども、

そちらにございます。それから同駅の北口、こちらはロータリーの東側のエレベーター付近、それ

ぞれ停車スペースを確保して明示をしております。それから京成大久保駅の南口、それから竣工

時期が最も新しい実籾駅の南口のロータリーにも同様の措置を講じさせていただいております。

ただ、駅前ロータリーを擁しておりますＪＲ新習志野駅前、それから実籾駅の北口はまだ設置をし

ていないと、こういった現状でございます。以上でございます。 

◆２４番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。この問題は、ロータリー内に物理的なス

ペース、これがあるかないかという問題、また駅周辺における歩行空間の整備状況、またこういう

こともあると思います。またさらには、ロータリーに乗り入れる車両数ですね、こういうことなど、さま

ざまな制約条件がある、これも承知しております。そういう中で一朝一夕で完成することは難しい、

完成しないということも理解いたします。しかしながら、先ほど申し上げましたように、障がいをお持

ちの方が利用される駅はＪＲ津田沼駅、そして京成津田沼駅に限るものではございません。ぜひ、

重点整備地区以外であっても、市域全体のバリアを解消する、こういう視点で今後とも改善を積み

上げていただきますよう御努力をお願いしたいと要望させていただきます。 

 また、谷津２丁目に歩行者信号を設置していただけると市長答弁がございました。昨年には地元

の町会からも要望書が提出されております。本当にこれ長年の住民の皆様の要望でございました。

ようやく成果となってあらわれた。私も本当に感無量なんですけれども、私も本当にうれしく受けと

めております。そしてここまでに至る、本当に長い期間でございました。ここまでに至る担当者の、

担当者が代々かわってきておりますけれども、本当に引き継がれながら根気よく粘り強く交渉を続

けてくださいました。そうした担当者の並々ならぬ粘り強い御努力、それが結実－－この間も相原

議員がたしかこの言葉で、済みません、私も結実したと本当に思っております。担当者の皆様に

は感謝申し上げたい。そして敬意を表させていただきます。 

 一つ一つは本当に小さなことでございます。しかし、この小さな市民の声の一つ一つの積み重ね、

これがみんなが優しさでつながる、このまちに通じるものと私は確信いたします。行政は人なり。

本当に常々市長もこの言葉を述べてくださっております。人というこの字は互いに支え合う姿をあ

らわしております。みんなが支え、そして支えられる、こういう社会、社会というのはそのように成り

立っているものでございます。支えられる人は感謝を、そして支える人は誇りと、そして喜び、こうし

たものをまた生み出せるものではないかと思います。また、こうした姿が結実したときにこそ、本市

の目指す「みんながやさしさでつながるまち」、この実現につながるものと私は確信いたします。 

 私ども公明党は常に目の前の一人の思いに共有してまいりました。そして寄り添ってまいりまし

た。そしてこの共有、寄り添うということを政治の使命として考え行動してまいりました。これからも

知恵は現場にあり、この信条のままに全力で働いてまいりたい、頑張ってまいりたいと思っており

ます。 
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 最後に、今回取り上げさせていただいたこの問題が一日も早く実現いたしますよう、市当局の一

層の御努力をお願い申し上げて、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 


